
 

 

 

市民の皆様から寄せられた消費者トラブルの相談や注意してもらいたいニュースを定期

的にお伝えする情報誌です。トラブルの未然防止にお役立ていただければ幸いです。 
  
■ ４月～５月の相談件数は３２件で、前年と比べ６件増加しています。 

主な相談内容は、ネット通販や定期購入に関するものでした。 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「１」を押すとオペレーターに繋がり個人情報を聞かれるようです。不審な電話はすぐに切りましょう。 

【事例】いつもご利用ありがとうございます。お客様の電気代は未払いのため、

２時間後停電となります。詳しくは「１」を押して、担当に繋いでください。 
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 自動音声を使用した詐欺電話に注意！ 

 

※以下は、電話注文時に販売業者から「定期購入」を勧められるケースを想定したものです。 

＜電話注文する前＞ 

☑ テレビ・ラジオショッピングや新聞広告等で紹介されていた商品の名称や価格を確認し

ましょう。 

＜電話注文する時＞ 

☑ 別の商品の購入を勧められることがあります。 

☑ 複数月分の商品の購入を勧められることがあります。 

☑ 「定期購入」の契約を勧められることがあります。 

☑ 興味がなければきっぱりと断りましょう。 

☑ 興味を持った場合でも、すぐに注文せず、「定期購入」になっていないかなどをよく確

認し、内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。 

☑ いったん電話を切ってから慎重に検討することもお勧めします。 

＜電話注文の電話を切る時＞ 

☑ 「定期購入」の契約を申し込んでいないかを確認しましょう。断ったのに「定期購入」

の契約になっている場合は改めてきっぱり断りましょう。 

＜商品が到着した時＞ 

☑ 商品が到着したら、「納品書」などで「定期購入」の契約になっていないかを確認しま

しょう。 

☑ 意図せず「定期購入」の契約になっていたら、すぐに販売業者に連絡し、「定期購入」

の契約は申し込んでないことを伝えましょう。 

※以下は、電話注文時に販売業者から「定期購入」

を勧められるケースを想定したものです。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


